
医療機関への情報共有シートを作成しました 

 

何かご相談等ありましたら下記までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者の医療機関受診の意向があれば・・・ 

 

 

受診に対する学校と保護者の見解についても、できるだけ整理・統一をする 

 

 

 

 

 

 

 

学校で行った検査等があればそれも添付 

 

 

 

 情報共有シートの提出の方法は医療機関にお問い合わせください。 

 

 

 

情報共有シート作成の流れ 

＜相談・連絡先＞ 

大田圏域子どもの心の診療ネットワーク事業 

事務局：県央保健所 健康増進課 

連絡先：0854―84―9823 

① 医療機関が受診する児童・生徒の学校生活に関する情報を把握する。 

② 学校の見立てや支援、学校が相談したい内容を知る。 

③ 学校と保護者が児童の状態や受診について整理・統一していただく機会となる。 

④ 児童の支援に必要な教育と医療の連携を図る。 

①保護者と学校で情報共有をし、認識を一致させる 

②学校から保護者へ情報共有シートの趣旨の説明、記入の許可を得る 

③情報共有シートの記入 

④医療機関に持参、郵送等で情報共有シートの提出 

情報共有シートの目的 


